
中小企業がいかにして賃上げを実現するか

～物価上昇時代を乗り切るために～

社会保険労務士
中小企業診断士
税理士

1

埼玉県社労士会主催中小企業支援セミナー２０２４

2024年11月22日

大谷 聡



Ⅰ．賃上げを巡る経済情勢
１．賃上げの実施状況
２．雇用情勢
３．企業倒産の状況

Ⅱ．いかにして賃上げを実現するか
１．賃金に係る経営指標
２．高付加価値化
３．労務関連施策
４．新商品開発・新分野進出・事業転換

Ⅲ．賃上げを支援する制度
１．助成金制度
２．補助金制度
３．融資制度
４．賃上げ促進税制

Ⅳ．まとめ

本日お話ししたいこと

2



なぜ今賃上げなのか？

Ⅰ．賃上げを巡る経済情勢
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デフレ脱却 → 賃金上昇と物価上昇の好循環

日本経済においては、90年代後半以降15年にわたって「デフレ」が続いています。デフレ
は景気低迷の「結果」であるとともに、それ自身が景気低迷の長期化をもたらす「原因」
でもありました。15年に及ぶデフレのもとで、日本経済には「物価が上がらない」あるい
は「物価が緩やかに低下する」ことを前提とした体質が定着し、そのことが、景気低迷の
長期化に繋がったということです。

企業からすると、デフレのもとでは、製品やサービスの価格を引き上げることができない
ため、売上や収益は伸びません。そこで、人件費や設備投資をできるだけ抑制することに
なります。家計においては、賃金が上がらないため、消費を抑えようとします。家計が消
費を抑えると、企業は、消費を取り込むために、製品やサービスの価格を引き下げざるを
得なくなります。

前日銀総裁 黒田 東彦 2014年3月20日講演
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私は、これまで何度かの講演で、2021年以降の物価の動きを、「第１の力」と「第２の力」に分けて説明してきま
した。ここで、「第１の力」とは、輸入物価上昇を起点としたコストプッシュ圧力が物価を押し上げる力のことで
す。これに対して、「第２の力」とは、景気が改善するもとで、労働需給の引き締まり等を背景に、賃金と物価が
相互に連関しながら伸び率を高めていく力、つまり賃金と物価の好循環を指します。言うまでもなく、「第１の
力」は、起点となる輸入物価の上昇圧力が止まれば次第に和らいでいく、一時的な性質のものです。それに対して、
「第２の力」は、企業の賃金・価格設定行動の変化を伴いつつ、より持続的に物価上昇率を高めていくことが想定
されます。

わが国の基調的な物価上昇率は２％に向けてしっかりと歩を進めており、賃金と物価の好循環の強まりが確認され
てきています。日本銀行としては、２％の「物価安定の目標」のもとで、その持続的・安定的な実現という観点か
ら、経済・物価・金融情勢に応じて適切に金融政策を運営してまいります。

日銀総裁 植田和男 2024年5月20日講演



1．賃上げの実施状況

2024年の賃上げの状況
・経団連「2024年春季労使交渉・大手企業妥結結果（加重平均）」 5.58%
・連合 「2024年春季労使交渉最終結果」 5.10％
・日本商工会議所 2024年６月５日「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」

中小企業 3.62%
2024年度に「賃上げを実施（予定含む）」と回答した企業は74.3％

5

2025年の賃上げの方針
・連合 2025年春季労使交渉方針 6.0％以上
・UAゼンセン（流通・外食・繊維などの労組が加盟） 2025年春季労使交渉方針 7.0％目安
・サントリーHD（経済同友会代表幹事） 2025年春季労使交渉方針 7.0％目安



6

日本商工会議所 2024年６月５日「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」



7

日本商工会議所 2024年６月５日「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」
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毎月勤労統計調査 令和6年9月分結果速報
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 2024年2月16日「企業の賃金決定に係る調査」



石破首相は、最低賃金を現在の政府目標である2030年代半ばから前倒しして、
2020年代に全国平均1500円に引き上げる目標を明記
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２．雇用情勢
雇用人員判断DI 日銀短観（概要）２０２４年９月
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日本商工会議所 2024年６月５日「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」



厚生労働省 一般職業紹介状況(令和6年7月分)
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デフレ完全脱却のための一時的な措置として、納税者及びその配偶者を含めた扶養親族１人（い
ずれも居住者）につき、令和６年分の所得税３万円、令和６年度分の個人住民税１万円の減税を
実施。ただし、合計所得金額1,805万円（給与収入2,000万円相当）超の高額所得者は対象外。



３．企業倒産の状況

東京商工リサーチ11/11発表「10月の全国倒産件数（負債額1,000万円以上）」
・倒産件数が前年同月比15％増の909件
・人件費高騰など人手不足を要因とする倒産が2.1倍の30件に急増
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帝国データバンク10/4発表「人手不足倒産の動向調査（2024年度上半期）」
・「人手不足倒産」の件数は、2024年度上半期（4-9月）で163件
・年度として過去最多を大幅に更新した2023年度をさらに上回る、記録的なペースで急増



１．賃金に係る経営指標
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Ⅱ．いかにして賃上げを実現するか

・労働生産性とは、従業員1人あたり、もしくは労働1時間あたりに得られる成果を表す指標
→投入した労働量に対して、どれだけの価値が生み出されたか

・付加価値労働生産性と物的労働生産性
→一般的に用いられるのは付加価値労働生産性

・付加価値労働生産性 ＝ 付加価値額 ÷ 労働量（従業員数、労働時間）

・付加価値とは、会社が新たに生み出した価値
・付加価値額 ＝「経常利益」+「金融費用」+「人件費」+「減価償却費」+「貸借料」+「租税公課」

・売上高経常利益率(％)＝経常利益÷売上高×100
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・労働分配率とは人件費に付加価値をどれだけ分配したのかを表す指標
・労働分配率(%) = 人件費 ÷ 付加価値 × 100

2024・４～６月法人企業統計
・労働分配率 中小企業70.3％、コロナ禍比▲２％ 大企業37.6％、コロナ禍比▲９％
・経常利益増加率 中小企業6.3% 大企業15.3%
2023年度法人企業統計
・売上高経常利益率 資本金1,000万円未満3.3% １億円未満3.7% 10億円未満5.3％



２．高付加価値化

(1)価格転嫁 →次頁以降

(2)コスト構造の見直し
・ムダな経費を払っていないか？ ただし、経費削減のやりすぎはモラル低下に
・電力・ガスの自由化活用、節電・節水、消耗品節約、電話・FAX、銀行振込手数料など

(3)業務効率化
・業務の棚卸しから始め、まず現状を見える化
・業務を重要度によりランク付けし、場合によっては業務の一部の外注化を検討
・属人化した業務を標準化 →人事関連施策とも関連

(4)自動化技術などによる省力化投資・DX化
・製造業における生産ラインの自動化、建設業における３D-CAD・ドローン活用など
・DX化は取り組みやすく、費用のかからないものから

HP、SNS、MEO（地図情報上の店舗情報サービス）、動画活用、顧客管理システム、
モバイルオーダー、WEB会議システム、キャッシュレス決済
予約システム、POSレジ、会計システムなど

(5)労務関連施策 →３．人事関連施策
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・加算法 付加価値額 ＝経常利益+金融費用+人件費+減価償却費+貸借料+租税公課
・控除法 付加価値額 ＝売上高－外部購入額（材料費、購入部品費、運送費、外注加工費など）

→加算法で考えれば、基本施策は経常利益↑、減価償却費↑
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日本商工会議所 2023年４月５日「中小企業の持続的な投資拡大と賃上げに向けて」

価格転嫁
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独立行政法人労働政策研究・研修機構 2024年2月16日「企業の賃金決定に係る調査」
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中小企業庁の施策
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埼玉県の施策
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サービス業
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顧客の選択 ＝
価値
価格

価値↑
価格↑

価値→
価格↑

価値↓
価格→

価値→
価格↓

価値
価格 ↑



３．労務関連施策
賃上げ・人手不足への対応を一体的に推進する必要あり
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日本商工会議所 2024年６月５日「中小企業の人手不足、賃金・最低賃金に関する調査」



30

(1)採用活動の強化
・求める人材像の明確化

人材像の明確化により、採用活動を効率化、ミスマッチを防止
・採用ブランディングの強化

企業ビジョン、企業文化、労働環境などを明確に伝達
・採用チャネルの多様化

ハローワーク、求人サイト、HP、SNS、リファラルプログラム、大学のキャリアセ
ンターなど

・採用プロセスの効率化
オンライン面接など

・従業員の離職理由の把握
離職理由を把握することで、採用プロセスや職場環境を改善

(2)多様な人材の活用
・外国人

2024年度経済財政白書 外国人賃金は日本人の７割。特に技能実習は差が大
産業の付加価値を高めるような海外人材の雇用を進める戦略が必要

・パートアルバイト
女性、高齢者、外国人留学生がターゲット
求人広告、勤務時間設定の柔軟化などがポイント

・副業人材・フリーランス
副業人材は買い手市場 2023年度副業容認企業61%、実際に副業する正社員７％
特にIT企業に多いので、DX化を依頼するのも一法
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(3)人材育成
・個人レベルのスキルアップの促進、チームや組織のサポート体制の構築
・技術や技能の向上、組織力の強化
・明確なトレーニングプログラムの作成
・OJTの仕組化
・リスキリング

(4)就業規則に基づく労務管理体制整備
・運用も視野に入れて就業規則を作成
・服務規律を実用的に定めた「ハウスルール」の作成
・明確な労務管理体制が確立されれば従業員の離職率が低下。離職率が下がれば、間接的

に人件費の削減につながり、新規・中途採用にかかるコストも低減

(5)マニュアル化
・仕事の考え方、やり方の基準を決めることで、仕事のバラつきを極小化（標準化）
・短時間のトレーニングで戦力化（生産性向上）
・行動評価の尺度（評価基準）
・社内にノウハウを蓄積し横展開（多能工化）
・属人的な仕事を極小化（ボス化予防）
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４．新商品開発・新分野進出・事業転換

新商品・サービスの開発、新市場の開拓も一つの検討課題

市場浸透戦略
既存市場に既存製品・サービスを投入する戦略
・価格引き下げ
・流通ネットワークの改善
・マーケティング など

アンゾフの成⾧マトリクス

新製品開発戦略
既存市場に新しい製品・サービスを投入する戦略
・既存製品に関連した新製品
・グレードアップモデル など

新市場開拓戦略
既存製品・サービスを新しい市場に投入する戦略
・既存製品の海外展開
・新たな顧客層の獲得 など

多角化戦略
新しい市場に新しい製品・サービスを投入する戦略
・最もハイリスク・ハイリターン



１．助成金制度
賃上げに使えるメジャーな助成金
①キャリアアップ助成金、②業務改善助成金、③働き方改革推進支援助成金
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Ⅲ．賃上げを支援する制度



有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者（以下「有期雇用労働者等」という。）といった、非正規
雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主
に対して助成する制度
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①キャリアアップ助成金



事業場内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を
行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度
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➁業務改善助成金
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時間外労働の上限規制の適用を受け、生産性を向上させ、労働時間の削減や年次有給休暇の促進に向け
た環境整備に取り組む中小企業事業主を支援する制度
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③働き方改革推進支援助成金
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２．補助金制度
①事業再構築補助金

新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの
取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援する制度



中小企業・小規模事業者等が取り組む、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善等を行
うための設備投資等を支援する制度
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➁ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金（ものづくり補助金）
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小規模事業者等が経営計画を自ら策定し、商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む販路開拓を
支援する制度
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③小規模事業者持続化補助金



中小企業・小規模事業者等を対象に、業務効率化や生産性向上による競争力強化の支援を目的として、
中小企業・小規模事業者等が単独または連携して導入するITツールの費用の一部を補助する制度
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④IT導入補助金
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３．融資制度

日本政策金融公庫で賃上げを優遇する特例
・賃上げ貸付利率特例制度
・小規模事業者経営改善資金（マル経）にも賃上げ貸付利率特例制度が創設
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４．賃上げ促進税制
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青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給
額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度
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令和６年度税制改正では、物価高に負けない構造的・持続的な賃上げの動きをより多くの国民に広
げ、効果を深めるため、賃上げ要件等について見直しを行った。



令和６年度税制改正では、人材投資や働きやすい職場づくりへのインセンティブを付与する
ため、教育訓練費を増やす企業への上乗せ措置の要件を緩和するとともに、子育てとの両立
支援や女性活躍支援に積極的な企業への上乗せ措置を創設
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Ⅳ．まとめ

1. 日本商工会議所調査によれば、2024年度に「賃上げを実施（予
定含む）」と回答した企業は74.3％で、賃上げは浸透したと言
える。一方で人手不足は深刻であり、人手不足を要因とする企
業倒産も増加している。実質賃金は一時的にプラスになったが、
全般としては引き続きマイナス基調であり、デフレ脱却に向け
ていまや賃上げは「国是」となった感がある。

2. 中小企業は賃上げ原資に乏しく、「防衛的賃上げ」を迫られて
いるのが実情である。高付加価値化、特に価格転嫁、労務関連
施策などにより、業績改善を伴った「前向きな賃上げ」を実現
する必要がある。

3. 賃上げを支援する補助金、助成金、融資制度は充実しており、
賃上げ促進税制も強化されている。賃上げを支援する諸制度は
さらに拡充される方向にある。

4. 支援制度をフル活用して前向きな賃上げを実現したい。そのた
めに、ぜひ社会保険労務士を活用していただきたい。
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